
証券コード：2134
平成28年10月26日

株 主 各 位
大 阪 市 中 央 区 瓦 町 二 丁 目 ３ 番 15 号

燦キャピタルマネージメント株式会社

代表取締役社長 前 田 健 司
　

臨時株主総会招集ご通知
　

　拝啓 平素は格別のご高配を賜り厚くお礼申しあげます。

　さて、当社臨時株主総会を下記のとおり開催致しますので、ご出席下さいますようご通知申し

あげます。

　なお、当日ご出席願えない場合は、書面により議決権を行使することができますので、誠にお

手数ですが、後記の株主総会参考書類をご検討頂き、同封の議決権行使書用紙に議案に対する賛

否をご表示の上、平成28年11月9日（水曜日）午後６時までに到着するようご返送頂きたくお願

い申しあげます。

敬 具
記

1. 日 時 平成28年11月10日（木曜日）午前10時

2. 場 所 大阪府大阪市中央区淡路町3-5-13 創建御堂筋ビル
ＴＫＰ大阪御堂筋カンファレンスセンター 「カンファレンスルーム６B」
（開催場所が前回と異なりますので、最終頁の「株主総会会場ご案内図」
をご参照の上、お間違えのないようご注意下さい。）

3. 目的事項

　決議事項 第１号議案 第三者割当による特に有利な払込金額による募集株式の発行

の件

第２号議案 第三者に特に有利な条件による募集新株予約権の発行の件

以 上

〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰〰

◎当日ご出席の際は、お手数ながら同封の議決権行使書を会場受付にご提出下さいますようお願い申しあげま
す。

◎株主総会参考書類に修正が生じた場合は、修正後の事項をインターネット上の当社ウェブサイト
（http://www.sun-capitalmanagement.co.jp/) に掲載致しますのでご了承下さい。
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株主総会参考書類

議案及び参考事項

第１号議案 第三者割当による特に有利な払込金額による募集株式の発行の件

　会社法第199条第２項及び第３項並びに第201条第１項に基づき、株主以外の第三者に対して

特に有利な払込金額をもって募集株式を発行する件についてご承認をお願いするものでありま

す。

　また、本資金調達による本募集株式及び本新株予約権の発行による議決権ベースの希薄化率

は217.37％と、25％以上となることから、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第432

条に定める「第三者割当に係る遵守事項」に定める手続が必要な場合に該当するため、同条第

２号に基づき、本株主総会において、株主の皆様のご承認を合わせてお願いするものでありま

す。

　なお、本議案の効力発生は、本株主総会の第２号議案「第三者に特に有利な条件による募集

新株予約権の発行の件」が原案どおり承認可決されることを条件といたします。

　
１．募集株式を発行する理由

当社グループは、平成23年３月期から６期連続で連結経常損失を計上し、前連結会計年度

においては、営業損失94百万円、経常損失157百万円、親会社株主に帰属する当期純損失

193百万円を計上しており、安定した収益の確保には至っておりません。

　このように当社グループの業績が著しく悪化している中、今期、当社は、業績の回復及

び向上による安定した経営基盤構築のための施策として、海外マーケットを対象とした投

資及び投資マネジメント事業、並びに「インバウンド」をキーワードとした国内不動産投

資及び投資マネジメント事業の展開を検討・実施してまいりました。

　具体的な活動として、平成28年５月30日に実施いたしました第三者割当増資による調達

資金で、東南アジアにおいてエネルギー関連事業を展開しているMARVEL GREEN POWER

ENERGY PTE.LTD.（所 在 地 ：321 Orchard Road，#07 — 02，Orchard Shopping Centre，

Singapore、代表者：斎藤 顕次、資本金：5,753,891 S$（シンガポールドル、１S$＝

74.56円 ※平成28年10月21日現在、以下「MGPE社」といいます。）に出資を行い、さら

に、大阪市天王寺区下寺町においてインバウンド向け宿泊関連事業を行うための合同会社

の設立にかかるアレンジメント業務及び投資等を行っております。

　当社といたしましては、今後、東南アジアにおけるエネルギー関連事業への投資及び投

資マネジメント事業に加え、東南アジアからの投資を誘致することによる日本での太陽光

発電に関する事業、主に訪日外国人観光客向けのインバウンドに関する投資及び投資マネ

ジメント事業、従前からの事業領域である国内不動産事業を推進していくにあたり、当社

― 2 ―

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年10月21日 17時08分 $FOLDER; 2ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）



がMGPE社を完全子会社化するための資金及び当社独自による投資資金がさらに必要となっ

てくることから、その必要資金を確保することを目的として、資金調達を企図いたしまし

た。

　資金調達の企図にあたっては、金融機関からの借入、公募増資、ライツ・オファリング

（コミットメント型）、非上場型の新株予約権の株主無償割当て、有償株主割当増資などの

資金調達方法についても検討を行いましたが、前述のとおり、当社グループの業績が著し

く悪化している中、いずれの方法につきましても、必要資金を調達することは困難である

と判断するに至りました。

そのような状況において、第三者割当による募集株式の発行と募集新株予約権の発行を組

み合わせた方法（以下「本資金調達」といいます。）が、当社の当面の資金需要に対応し

つつ、株式のみでの増資に比べて希薄化への配慮がなされていること、募集新株予約権の

割当日から６ヶ月を経過した日以降いつでも当社取締役会決議により払込金額（発行価

額）と同額で割当予定先から当社が取得することを可能とする取得条項を付すことによっ

て当社がより有利な資金調達方法又はより有利な割当先が確保できた場合はそちらに切り

替えることが可能であること、募集新株予約権について当社による行使指示が可能である

ことなどの理由から、現時点における資金調達方法として最適であるとの結論に至りまし

た。

また、本資金調達の検討にあたり、募集株式及び募集新株予約権の割当予定先に対して、

割当予定先が今後当社との事業上の関係のある法人またはその代表者の場合には、①当社

の経営方針を継続し、今後当社が行う事業にあたり当社と協働して株主価値向上に努める

こと、②中長期的なスタンスで当社事業に関与し、実質的な株主価値の急激な希薄化をも

たらさないこと、割当予定先が個人の場合には、③当社の経営方針及び当社が行う事業に

ご賛同頂けること、また、すべての割当予定先に対し、④環境や状況の変化に応じて当社

がより有効な資金調達手段を見出せた場合に、迅速に新株予約権の買戻しが実行できるよ

うに取得条項を付すことを要請したところ、各割当予定先より、これらの当社の要望を受

け入れた上で本資金調達に応じることが可能であるとの回答が得られました。

以上の理由により、当社において、本資金調達を行うことを決定致しました。

本議案においては、本資金調達の一環としての特に有利な払込金額による募集株式の発行

について、特別決議によるご承認をお願いするものであります。
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２．発行条件等について

　本募集株式の発行価額につきましては、本件第三者割当に係る取締役会決議日の前営業

日（平成28年10月21日）の東証JASDAQスタンダードにおける普通取引の終値（101円）か

ら30.69％ディスカウントした70円に決定いたしました。

　本募集株式の発行条件におきましては、当社が継続的な赤字状態であることや、本資金

調達の規模が大きいこと、当社株式の今年の最安値が65円であることなどから、最大割当

予定先であるOCEAN PACIFIC MANAGEMENT PTE.LTD.（以下「OPM社」といいます。）からは

発行価額70円を条件として提示され、交渉を続けてまいりました。当社としても、大幅な

ディスカウントによる有利発行を行うことで、既存株主の皆様の利益を毀損する可能性が

あることは十分認識しておりますが、本募集株式の発行による調達資金によって事業基盤

を確立し、キャッシュフローを改善することで、企業価値向上を実現することが、株主の

皆様への利益につながると考え、発行価額70円というOPM社の提示する条件で同意し、そ

の条件で他の割当予定先へ提示するに至りました。

また、本募集株式の払込金額の一部は、OPM社が当社に対して有する金銭債権であります。

当該金銭債権は、当社において緊急の資金需要が生じた際に、OPM社から借入を行ったこ

とにより生じたものであり、当該借入れに際して、仮に当社が第三者割当による増資を行

う場合には、返済の代わりに当社の株式を引受けることを条件としていたため、本募集株

式の払込金額の一部について、当該金銭債権を充当することとしております。

　なお、本募集株式の発行価額については、当該直前営業日までの１か月間の終値平均

112円に対して37.50％のディスカウント、当該直前営業日までの３か月間の終値平均116

円に対して39.66％のディスカウント、当該直前営業日までの６か月間の終値平均120円に

対して41.67％のディスカウントとなっており、日本証券業協会の定める第三者割当増資

の取扱に関する指針等に照らせば、本募集株式の発行は有利発行に該当すると判断される

ことから、発行については、本株主総会において特別決議による株主の皆様の承認を得る

ことを条件としております。

３．第三者割当による募集株式の内容

（１）募集株式の数 15,500,000株

（２）募集株式の払込金額 １株につき70円

（３）募集株式の払込金額の総額 1,085,000,000円
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（４）出資の目的とする財産の内容及び
価額

払込金額の一部は、OPM社が当社に対して有する平成28年
９月21日付金銭消費貸借契約に基づく以下の金銭債権の
元本100,000,000 円のうち100,000,000 円により充当さ
れる。
借入日：平成28年９月21日
借入金額：100,000,000 円
返済期日：平成28年12月31日
利率：3.00%
(注) 現物出資の目的となる財産については、会社法の規
定により原則として検査役の検査（会社法第207 条第１
項）若しくは弁護士、公認会計士又は税理士等による調
査（同条第９項第４号）が義務付けられていますが、現
物出資の目的となる財産が増資を行う会社に対する金銭
債権である場合（いわゆるデット・エクイティ・スワッ
プである場合）については、会計帳簿によりその実在性
が確認できるとともに、帳簿残高の範囲内であれば資本
充実に支障がないことから、検査役検査又は専門家によ
る調査の必要がないこととされています（同条第９項第
５号）。ただし、同条第９項第５号が適用される金銭債権
については、弁済期が到来しているものに限られます。
よって、現物出資の目的となる金銭債権100,000,000 円
につきましては、検査役検査又は専門家による調査を不
要とすることを目的として、当社が期限の利益を放棄す
ることとし、これにより弁済期が到来いたします。

（５）増加する資本金および資本準備金
の額

資本金 542,500,000円（１株につき35円）
資本準備金 542,500,000円（１株につき35円）

（６）申込期日 平成28年11月18日

（７）払込期日 平成28年11月18日
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（８）募集または割当の方法 第三者割当の方法により、以下のとおりに割り当てる。

OPM社 7,300,000株

尾崎 友紀 1,500,000株

山本 隆久 1,000,000株

高橋 修 700,000株

三浦 正臣 700,000株

新井原 博 700,000株

石田 智子 700,000株

佐藤 満 700,000株

永瀬 勝也 700,000株

左藤 哲也 700,000株

向竹 史恵 400,000株

桂 幹人 400,000株

（９）その他 ①前記各号については、金融商品取引法に基づく届出の
効力発生を条件とする。

②その他本新株式発行に関し必要な事項は、当社代表取
締役社長に一任する。
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第２号議案 第三者に特に有利な条件による募集新株予約権の発行の件

　会社法第238条第2項及び第3項第2号並びに第240条第1項に基づき、株主以外の第三者に対し
て特に有利な払込金額をもって募集新株予約権（以下「本新株予約権」といいます。）を発行
する件についてご承認をお願いするものであります。
　また、本資金調達による本募集株式及び本新株予約権の発行による議決権ベースの希薄化率
は217.37％と、25％以上となることから、株式会社東京証券取引所の有価証券上場規程第432
条に定める「第三者割当に係る遵守事項」に定める手続が必要な場合に該当するため、同条第
２号に基づき、本株主総会において、株主の皆様のご承認を併せてお願いするものでありま
す。
　なお、本議案の効力発生は、本株主総会の第１号議案「第三者割当による特に有利な払込金
額による募集株式の発行の件」が原案どおり承認可決されることを条件といたします。

１．募集新株予約権を発行する理由
前述のとおり、第１号議案による募集株式の発行と同時に、本資金調達の一環として、募

集新株予約権の発行を行う予定であります。本資金調達を行うことを決定した理由につきま

しては、第１号議案の「１．募集株式を発行する理由」をご参照ください。

本議案は、本資金調達の一環としての第三者に特に有利な条件による募集新株予約権の発

行について、特別決議によるご承認をお願いするものであります。

２．発行条件等について
　当社は、本新株予約権の発行要項及び本契約に定められた諸条件を考慮した本新株予約

権の価格の評価を第三者算定機関である株式会社プルータス・コンサルティング（代表取

締役社長 野口 真人 東京都千代田区霞が関三丁目２番５号。以下「プルータス社」とい

います。）に依頼しました。

　当該機関は、一般的な価格算定モデルであるモンテカルロ・シミュレーションを基礎と

して、株価（101円）、行使価額（70円）、配当率（0％）、権利行使期間（２年）、無リスク

利子率（-0.266％）、株価変動性（86.02％）、当社及び割当予定先の行動等について一定

の前提（当社は、基本的には割当先の権利行使を待つが、株価が当初株価の200％まで上

昇した場合は、取得条項を発動する。割当予定先は、株価が行使価額を上回っている場合

に随時権利行使を行い、取得した株式を市場において売却するものとする。ただし、１度

に行う権利行使の数は、１回あたり653個（１日当たり平均売買出来高の約10％）とし、

権利行使した株式数を全て売却した後、次の権利行使を行うものとする。）を置いて評価

を実施し、本新株予約権１個当たりの評価結果は160円となりました。

　当社は当該第三者算定機関の算定結果を参考として最大割当予定先であるOPM社と協議

いたしましたが、早期に事業基盤を確立し、企業価値向上を実現するためには、第１号議

案「１．募集株式を発行する理由」に記載のとおり当社独自による投資資金が必要不可欠
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であり、交渉を進めた結果、１個あたりの発行価額は160円と決定しました。

　当社といたしましては、新株予約権の公正価値評価を独立した第三者算定機関であるプ

ルータス社に委託して取得した算定評価に基づき、本新株予約権の発行価額を公正価値評

価額（160円）と同額である１個当たり160円にすることにより、本新株予約権の発行価額

は妥当なものであると考えておりますが、本新株予約権の行使価額70円と１株当たりの発

行価額1.6円の合計額71.6円が第１号議案による募集株式の発行価額70円に近接すること

から、有利発行に該当する可能性を完全には排除できないため、既存株主の皆様の利益を

毀損する可能性があることは十分認識しておりますが、本資金調達により調達した資金を

厳選した分野に投下することで、既存株主の皆様の利益にも資するものと考え、本株主総

会にて、特別決議による株主の皆様のご承認をお願いするものであります。

３．第三者割当による新株予約権の内容

（１）新株予約権の名称 燦キャピタルマネージメント株式会社第８回新株予約権

（２）第８回新株予約権の払
込金額の総額

金29,600,000円

（３）申込期日 平成28年11月18日

（４）割当日および払込期日 平成28年11月18日

（５）募集または割当の方法 第三者割当の方法により、以下のとおりに割り当てる。

OPM社
170,000個

（潜在株式17,000,000株）

尾崎 友紀
15,000個

（潜在株式数1,500,000株）
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（６）新株予約権の目的であ
る株式の種類および数
の算出方法

①第８回新株予約権の目的である株式の種類は普通株式とする。
②第８回新株予約権の目的である株式の総数は、18,500,000株（第８回新株
予約権１個あたり100株（以下、「割当株式数」という。）とする。但し、
③及び④により割当株式数が調整される場合には、第８回新株予約権の目
的である株式の総数は調整後割当株式数に応じて調整されるものとする。

③当社が「(10)行使価額の調整」の規定に従って行使価額（「(9)第８回新株
予約権の行使に際して出資される財産の価額またはその算定方法」②に定
義する。以下同じ。）の調整を行う場合には、割当株式数は次の算式により
調整される。但し、かかる調整は当該時点において未行使の第８回新株予
約権にかかる割当株式数についてのみ行われ、調整の結果生じる１株未満
の端数は切り捨てる。なお、かかる算式における調整前行使価額及び調整
後行使価額は、「(10)行使価額の調整」に定める調整前行使価額及び調整
後行使価額とする。

調整後割当株式数 ＝
調整前割当株式数 × 調整前行使価額

調整後行使価額

④調整後割当株式数の適用日は、当該調整事由にかかる「(10)行使価額の調
整」②及び⑤による行使価額の調整に関し、各号に定める調整後行使価額
を適用する日と同日とする。

⑤割当株式数の調整を行うときは、当社は、調整後割当株式数の適用開始日
の前日までに、新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事
由、調整前割当株式数、調整後割当株式数及びその適用開始日その他必要
な事項を書面で通知する。但し、適用開始日の前日までに上記通知を行う
ことができない場合には、適用開始日以降速やかにこれを行う。

（７）第８回新株予約権の総
数

185,000個

（８）第８回新株予約権の払
込金額

新株予約権１個につき160円

（９）第８回新株予約権の行
使に際して出資される
財産の価額またはその
算定方法

①各第８回新株予約権の行使に際して出資される財産の価額は、行使価額
（以下に定義する。）に割当株式数を乗じた額とする。
②各第８回新株予約権の行使により当社が当社普通株式を交付（当社普通株
式を新たに発行し、または当社の保有する当社普通株式を処分することを
いう。以下同じ。）する場合における株式１株あたりの出資される財産の
価額（以下、「行使価額」という。）は、70円とする。但し、行使価額は
「(10)行使価額の調整」に定めるところに従い調整されるものとする。
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（10）行使価額の調整 ①当社は、当社が第８回新株予約権の発行後、②に掲げる各事由により当社
の発行済普通株式数に変更を生じる場合又は変更を生じる可能性がある場
合には、次に定める算式（以下「行使価額調整式」という。）をもって行
使価額を調整する。

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

交付
株式数

×
１株あたり
の払込金額

既発行
株式数

＋
１株あたり
の時価

既発行株式数 ＋ 交付株式数

②行使価額調整式により行使価額の調整を行う場合及び調整後行使価額の適
用時期については、次に定めるところによる。
a ④bに定める時価を下回る払込金額をもって当社普通株式を交付する場
合（無償割当てによる場合を含む。）（但し、新株予約権（新株予約権付
社債に付されたものを含む。）の行使、取得請求権付株式又は取得条項
付株式の取得、その他当社普通株式の交付を請求できる権利の行使によ
って当社普通株式を交付する場合、及び会社分割、株式交換又は合併に
より当社普通株式を交付する場合を除く。）
調整後行使価額は、払込期日（募集に際して払込期間を定めた場合はそ
の最終日とし、無償割当ての場合はその効力発生日とする。）以降、又
はかかる交付につき株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日が
ある場合はその日の翌日以降これを適用する。

b 普通株式について株式の分割をする場合
調整後行使価額は、株式の分割のための基準日の翌日以降これを適用す
る。

c ④bに定める時価を下回る価額をもって当社普通株式を交付する定めの
ある取得請求権付株式又は④bに定める時価を下回る払込金額をもって
当社普通株式の交付を請求できる新株予約権（新株予約権付社債に付さ
れたものを含む。）を発行又は付与する場合
調整後行使価額は、取得請求権付株式の全部にかかる取得請求権又は新
株予約権の全部が当初の条件で行使されたものとみなして行使価額調整
式を適用して算出するものとし、払込期日（新株予約権の場合は割当
日）以降又は（無償割当ての場合は）効力発生日以降これを適用する。
但し、株主に割当てを受ける権利を与えるための基準日がある場合に
は、その日の翌日以降これを適用する。

d 当社の発行した取得条項付株式又は取得条項付新株予約権（新株予約
権付社債に付されたものを含む。）の取得と引換えに④bに定める時価を
下回る価額をもって当社普通株式を交付する場合
調整後行使価額は、取得日の翌日以降これを適用する。
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e ②aからdまでの各取引において、株主に割当を受ける権利を与えるた
めの基準日が設定され、かつ各取引の効力の発生が当該基準日以降の株
主総会又は取締役会その他当社の機関の承認を条件としているときには
②aからdにかかわらず、調整後行使価額は、当該承認があった日の翌日
以降、これを適用する。

　この場合において当該基準日の翌日から当該取引の承認があった日ま
でに、第８回新株予約権を行使した新株予約権者に対しては、次の算出
方法により、当社普通株式を交付するものとする。

株式数 ＝

（調整前行使価額－
調整後行使価額）

×
調整前行使価額により
当該期間内に交付され

た株式数

調整後行使価額

　この場合、１株未満の端数が生じるときはこれを切り捨て、現金によ
る調整は行わない。

③行使価額調整式により算出された調整後行使価額と調整前行使価額との差
額が１円未満にとどまる場合は、行使価額の調整は行わない。但し、その
後行使価額の調整を必要とする事由が発生し、行使価額を調整する場合に
は、行使価額調整式中の調整前行使価額に代えて調整前行使価額からこの
差額を差し引いた額を使用する。

④
a 行使価額調整式の計算については、円位未満小数第２位まで算出し、
小数第２位を切り捨てるものとする。

b 行使価額調整式で使用する時価は、調整後行使価額が初めて適用され
る日に先立つ45取引日目に始まる30取引日（終値のない日を除く。）の
東証JASDAQ スタンダードにおける当社普通株式の普通取引の終値の単
純平均値とする。この場合、単純平均値の計算は、円位未満小数第２位
まで算出し、小数第２位を切り捨てるものとする。

c 行使価額調整式で使用する既発行株式数は、株主に割当てを受ける権
利を与えるための基準日がある場合はその日、また、かかる基準日がな
い場合は、調整後行使価額を初めて適用する日の１ヶ月前の日における
当社の発行済普通株式の総数から、当該日において当社の保有する当社
普通株式を控除した数とする。

⑤②の行使価額の調整を必要とする場合以外にも、次に掲げる場合には、当
社は、必要な行使価額の調整を行う。

a 株式の併合、資本の減少、会社分割、株式移転、株式交換又は合併のた
めに行使価額の調整を必要とするとき。

b その他当社の発行済普通株式数の変更又は変更の可能性が生じる事由
の発生により行使価額の調整を必要とするとき。

c 行使価額を調整すべき複数の事由が相接して発生し、一方の事由に基
づく調整後行使価額の算出にあたり使用すべき時価につき、他方の事由
による影響を考慮する必要があるとき。

⑥行使価額の調整を行うときは、当社は、調整後行使価額の適用開始日の前
日までに、新株予約権者に対し、かかる調整を行う旨並びにその事由、調
整前行使価額、調整後行使価額及びその適用開始日その他必要な事項を書
面で通知する。但し、上記通知を行うことができない場合には、適用開始
日以降速やかにこれを行う。
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（11）第８回新株予約権の行
使期間

平成28年11月18日から平成30年11月17日（但し、平成30年11月17日が銀行営
業日でない場合にはその前銀行営業日）までの期間とする。但し、「(14)合
併、会社分割、株式交換及び株式移転の場合の新株予約権の交付」に定める
組織再編行為をするために第８回新株予約権の行使の停止が必要である場合
は、それらの効力発生日から14日以内の日に先立つ30 日以内の当社が指定
する期間は、第８回新株予約権を行使することはできない。この場合は、行
使を停止する期間その他必要な事項を、当該期間の開始日の１ヶ月前までに
通知する。

（12）その他の第８回新株予
約権の行使の条件

①第８回新株予約権の行使によって、当社の発行済株式総数が当該時点にお
ける授権株式数を超過することとなるときは、当該第８回新株予約権の行
使を行うことはできない。

②各第８回新株予約権の一部行使は出来ない。
（13）新株予約権の取得条項 当社は、第８回新株予約権の割当日から６ヶ月を経過した日以降いつでも、

取締役会により第８回新株予約権を取得する旨及び第８回新株予約権を取得
する日（以下、「取得日」という。）を決議することができる。当社は、当該
取締役会決議の後、取得の対象となる第８回新株予約権の新株予約権者に対
し、取得日の通知又は公告を当該取得日の20営業日前までに行うことによ
り、取得日の到来をもって、第８回新株予約権１個につき第８回新株予約権
１個当たりの払込金額（発行価額）と同額で、当該取得日に残存する第８回
新株予約権の全部又は一部を取得することができる。第８回新株予約権の一
部の取得をする場合には、抽選その他の合理的な方法により行うものとす
る。
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（14）合併、会社分割、株式
交換及び株式移転の場
合の新株予約権の交付

当社が吸収合併消滅会社となる吸収合併、新設合併消滅会社となる新設合
併、吸収分割会社となる吸収分割、新設分割会社となる新設分割、株式交換
完全子会社となる株式交換、又は株式移転完全子会社となる株式移転（以下
「組織再編行為」と総称する。）を行う場合は、当該組織再編行為の効力発生
日の直前において残存する第８回新株予約権に代わり、それぞれ吸収合併存
続会社、新設合併設立会社、吸収分割承継会社、新設分割設立会社、株式交
換完全親会社又は株式移転設立完全親会社（以下「再編当事会社」と総称す
る。）は以下の条件に基づき第８回新株予約権にかかる新株予約権者に新た
に新株予約権を交付するものとする。
① 新たに交付される新株予約権の数

新株予約権者が有する第８回新株予約権の数をもとに、組織再編行為の
条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１個未満の端数は切り捨
てる。

②新たに交付される新株予約権の目的たる株式の種類
再編当事会社の同種の株式

③新たに交付される新株予約権の目的たる株式の数の算定方法
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１株未満の
端数は切り上げる。

④新たに交付される新株予約権の行使に際して出資される財産の価額
組織再編行為の条件等を勘案して合理的に調整する。調整後の１円未満の
端数は切り上げる。

⑤新たに交付される新株予約権にかかる行使期間、当該新株予約権の行使に
より株式を発行する場合における増加する資本金及び資本準備金、再編
当事会社による当該新株予約権の取得事由、組織再編行為の場合の新株
予約権の交付、新株予約権証券及び行使の条件「(11)第８回新株予約権
の行使期間」ないし「(14)合併、会社分割、株式交換及び株式移転の場
合の新株予約権の交付」、「(16)新株予約権証券の発行」及び「(17)新株
予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本金および
資本準備金」に準じて、組織再編行為に際して決定する。

⑥新たに交付される新株予約権の譲渡による取得の制限
新たに交付される新株予約権の譲渡による取得については、再編当事会社の
取締役会の承認を要する。

（15）新株予約権の譲渡制限 第８回新株予約権の譲渡については、当社取締役会の承認を要するものとす
る。

（16）新株予約権証券の発行 当社は、第８回新株予約権にかかる新株予約権証券を発行しない。

（17）新株予約権の行使によ
り株式を発行する場合
における増加する資本
金および資本準備金

第８回新株予約権の行使により当社普通株式を発行する場合において増加す
る資本金の額は、会社計算規則第17条第１項の規定に従い算出される資本金
等増加限度額の２分の１の金額とし（計算の結果１円未満の端数を生じる場
合はその端数を切り上げた額とする。）、当該資本金等増加限度額から増加す
る資本金の額を減じた額を増加する資本準備金の額とする。
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（18）本新株予約権の行使指
示

当社は、割当予定先であるOPM社及び尾崎友紀氏（以下、第８回新株予約権
の割当予定先を「本新株予約権者」という。）は、行使期間内にいつでも自
己の判断で本新株予約権の行使を行うことができるが、当社が本新株予約権
者と締結した割当契約により、次の場合には当社から本新株予約権者に第８
回新株予約権の行使を行わせることができる。
・株式会社東京証券取引所JASDAQスタンダード市場（以下、「東証JASDAQス
タンダード」という。）における５連続取引日の終値単純平均が行使価額
の130％（91円）を超過した場合、当社は、当該日の出来高の15％を上限
に、本新株予約権者に第８回新株予約権の行使を行わせることができる。

・東証JASDAQスタンダードにおける５連続取引日の終値単純平均が行使価額
の150％（105円）を超過した場合、当社は、当該日の出来高の20％を上限
に、本新株予約権者に第８回新株予約権の行使を行わせることができる。

行使指示を受けた本新株予約権者は、原則として10取引日以内に当該行使指
示に基づき本新株予約権を行使する。

（19）新株予約権の行使請求
の方法

①第８回新株予約権を行使請求しようとする新株予約権者は、当社の定める
行使請求書に、自己の氏名または名称及び住所、自己のために開設された
当社普通株式の振替を行うための口座（社債、株式等の振替に関する法律
（以下、「振替法」という。）第131条第３項に定める特別口座を除く。）の
コードその他必要事項を記載してこれに記名捺印したうえ、これを「(21)
行使請求受付場所」に提出し、かつ、かかる行使請求の対象となった第８
回新株予約権の数に行使価額を乗じた金額を現金にて「(22)払込取扱場
所」の当社が指定する口座に振り込むものとする。

②第８回新株予約権の行使の効力は、上記①の行使請求に必要な書類が
「(21)行使請求受付場所」に到着し、かつ当該第８回新株予約権の行使に
際して出資の目的とされる金銭の全額が「(22)払込取扱場所」の当社の指
定する口座に入金されたときに発生する。

（20）株式の交付方法 当社は、第８回新株予約権の行使請求の効力発生後速やかに振替法第130条
第１項に定めるところに従い、振替機関に対し、当該第８回新株予約権の行
使により交付される当社普通株式の新規記録情報を通知する。

（21）行使請求受付場所 燦キャピタルマネージメント株式会社 経営企画室

（22）払込取扱場所 株式会社三菱東京UFJ銀行 中之島支店

（23）その他 ①会社法その他の法律の改正等、本新株予約権発行要項の規定中読み替えそ
の他の措置が必要となる場合には、当社は必要な措置を講じる。

②第８回新株予約権の発行については、金融商品取引法による届出の効力発
生を条件とする。

③上記のほか、第８回新株予約権の発行に関して必要な事項の決定について
は、当社代表取締役社長に一任する。

以 上
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伏見町３

道修町３

平野町３

淡路町３

瓦町３

備後町３

13号出入口

ランドアクシスタワー

りそな銀行・大阪ガスビル

三井住友銀行
市バス 道修町

野村證券

三菱ＵＦＪ信託銀行

ビル入口

大阪会館・北御堂

１号出入口

２号出入口
市バス 本町

Ｎ

創建御堂筋ビル

TKP大阪御堂筋
カンファレンスセンター

御　

堂　

筋

地下鉄
本町駅

地下鉄
淀屋橋駅

株主総会会場ご案内図
　

（会場が前回と異なっておりますので、お間違えのないようご注意下さい。）
　

会場：大阪府大阪市中央区淡路町3-5-13 創建御堂筋ビル

ＴＫＰ大阪御堂筋カンファレンスセンター
「カンファレンスルーム６Ｂ」

　

　
地下鉄御堂筋線 淀屋橋駅（13号出入口）徒歩約３分、本町駅（１号出入口）徒歩約４分

大阪市バス 道修町 徒歩約３分

※駐車場はございませんので、お車でのご来場はご遠慮下さい。

定時株主総会招集通知 （宝印刷）  2016年10月21日 17時08分 $FOLDER; 16ページ （Tess 1.40(64) 20140530_01）


